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鹿児島県障害福祉従事者
人材育成ビジョン

鹿児島県障害者自立支援協議会

（人材育成部会）
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1.はじめに

 鹿児島県障害者自立支援協議会では，平成28年３月に「鹿児島県
障害福祉従事者人材育成ビジョン（Vol.１）」を策定し，障害福祉
に従事する人材に求められる役割や研修体系を整理し，人材育成を
推進してきたところです。

 平成30年度の主任相談支援専門員の創設，令和２年度の研修カリ
キュラムの改定，令和６年度の改正障害者総合支援法施行など，関
連制度や相談支援を取り巻く環境は大きく変化しています。

 それらを踏まえ，当協議会はこれまでのビジョンを改定し，必要
な視点を追加することで，より質の高い人材の育成を推進します。

 この「人材育成ビジョン」は，相談支援従事者をはじめ，障害福
祉職場に従事する全ての者を対象としています。各事業所における
従事者のスキルアップ等の人材育成に活用されることを期待します。

３
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２．障害福祉従事者に求められるもの

障害福祉従事者に求められる４つの資質

(1) 価値観･･･誠実さと尊重の資質

対人援助やコミュニケーション技術に関する専門職とし
ての姿勢，人権擁護や虐待防止等に関する倫理観

(2) 知 識･･･洞察力と想像力の資質

行動の背景や障害特性を理解するための理論的な土台，
発達・行動・心理・障害特性に関する理解力

(3) スキル（技術）･･･協働性の資質

障害福祉に携わる者に必要な技術
チームで支援を進めるための「聴く力」「伝える力」

「つなぐ力」といった実践的なコミュニケーションスキル

(4) 実 践･･･自己研鑽の資質

身につけた知識やスキルを実際の支援に活かす行動
実際の支援場面で悩みながらも振り返り，学び続け，
より良い関わりを模索する行動の積み重ね
改善と継続の力

実践
マネジメントプロセス

自己研鑽，自己管理

ネットワークの構築

スキル
わかる・感じる

うごく・かかわる
つなげる・広がる

知識
援助技術

法制度・システム
当事者理解

価値観
本人中心・人権・

専門職倫理

本人を
中心と
した支

援

ともに
生きる
地域づ
くり

４
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（１）価値観･･･誠実さと尊重の資質

障害福祉従事者は，対人援助やコミュニケーション技術に関する専門職と
して，利用者一人ひとりの尊厳を尊重した支援を行うことが求められます。
さらに，人権擁護の視点を持ち，虐待の防止に対する高い倫理観を持って行
動することが不可欠です。専門的知識と技術に基づいた支援を通じて，本人
が自らの意思で選択し，地域社会の一員として安心して生活できる環境を築
くことが，従事者の重要な使命となります。

●３つのポイント

① 本人中心 ・・・本人が，自分の人生を自己決定できるように
（エンパワメント，ストレングスの視点，

意思決定支援）

② 人 権 ・・・権利擁護・虐待防止，プライバシー保護への意識
（ノーマライゼーション・インクルージョン）

③ 専門職倫理 ・・・障害福祉従事者としての職業倫理に基づく
公平な支援姿勢

２．障害福祉従事者に求められるもの

５
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（２）知識･･･洞察力と想像力の資質

障害福祉を推進するためには，専門的な援助技術や，支援に関わる法制度
に関する正確な知識が不可欠です。さらに，利用者一人ひとりの状況やニー
ズを深く理解するための当事者理解も重要です。これらの知識を基盤として，
障害のある方々が安心して暮らせる社会の実現に向けた支援を行うことが，
障害福祉従事者に求められる責務です。

●３つのポイント

① 援助技術 ・・・ケアマネジメント技法・面接技法など

② 法制度，システム・・・障害者総合支援法，障害者虐待防止法，
児童福祉法，障害者差別解消法など

③ 当事者理解 ・・・当事者に寄り添い，障害種別ごとの特性を理解
（身体・知的・精神・発達障害，難病など）

２．障害福祉従事者に求められるもの

６
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（３）スキル（技術）･･･協働性の資質

障害福祉従事者には，支援に必要なスキルとして，本人の想いや社会の状
況を理解し，ニーズに気づく「わかる」力が求められます。さらに，その理
解に基づき適切に行動する「うごく」力，そして本人と地域社会，関係機関
をつなぎ支援の輪を広げる「つなげる」力が不可欠です。これらのスキルを
総合的に活用することで，利用者一人ひとりに寄り添った質の高い支援が実
現できます。

●３つのポイント

① わかる・感じる ・・・本人や社会の思い，ニーズに気づく

② うごく・かかわる ・・・フットワーク，権利擁護の視点を持ち
支援する

③ つなげる・広がる（ネットワーキング）
・・・協働する仲間を作り，支援体制を構築

し社会に働きかける

２．障害福祉従事者に求められるもの

７
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（３）スキル（技術）

２．障害福祉従事者に求められるもの

関係形成力

対話力 実行力

継続力

情報収集力

分析力

判断力

想像力

交渉力

調整力

説明力

推進力

わかる・感じる

うごく・かかわる

つなげる・広がる

障害福祉従事者基礎力

８
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（４）実践･･･自己研鑽の資質

障害福祉従事者は，身につけた知識やスキルを実際の支援に活かす行動を常
に意識し，利用者のニーズに応じた適切な支援を提供することが求められます。
また，自身の支援を振り返り，次の支援に活かす作業を通じて，支援の質を向
上させ，より良いサービスの提供につなげていくことが重要です。

●４つのポイント

① マネジメントプロセスの展開

② 自己研鑽

③ 地域支援ネットワークの構築（連携・協力体制）

④ 自己管理（感情コントロール・自己覚知・健康管理・メンタルヘルス）

２．障害福祉従事者に求められるもの

９
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（１）人材育成におけるキャリア像

３. 鹿児島県における人材育成プロセス

初
任
者

中
級
者

上
級
者

１０

経験年数目安 求められる役割 必要な知識 必要なスキル
事業所等で

取り組むこと

管理者，施設長
主任相談支援専門員

相談支援専門員（現任）
サビ管・児発管（更新者）等

（概ね10～20年以上）

地域の中核として，
権利擁護や倫理観
に基づく支援の実
践と人材育成に貢
献する。

障害者支援に関わ
る最新の制度や政
策動向を把握し，
地域づくりや支援
の質の向上に向け
た知識を活用する。

地域や組織の課題を
分析し，多職種協働
やネットワークの構
築を通じて支援体制
の強化を図る。

福祉制度や地域課題
に関する最新情報の
共有や，多職種連携
を促進するための学
びの場を整備する。
スーパービジョンの
実施。

相談支援専門員初任者研修
サビ管・児発管基礎研修
修了から５年程度 等
（概ね６～15年）

本人中心の支援を
自立的に実践し，
多様な価値観を受
け止めながら，事
業所のリーダーと
して支援の質の向
上に努める。

障害者支援に関す
る専門的知識や地
域資源，制度の活
用方法を理解し，
適切に支援へ結び
つける。

利用者の状況を的確
に把握し，関係機関
や地域資源と連携し
ながら，本人のニー
ズに応じた支援を調
整し実践する。

専門性の向上や地域
資源の活用に関する
研修の実施と，実践
を通じた経験の積み
重ねを支援する。

生活支援員，児童指導員等の
直接処遇職員

（概ね５年程度）

本人の思いや願い
に寄り添い，権利
を尊重し,本人中心
の支援を実践する
姿勢をもつ。

障害の特性や基本
的な支援技術，関
係法制度について
の基礎的な知識を
理解する。

利用者の思いを受け
止め，安心感を与え
るコミュニケーショ
ンや日常生活支援の
基本的な技術を実践
する。

基礎的な知識や技術
の習得に向けた研修
の実施や，先輩職員
によるOJTを行う。
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（２）人材育成における研修体系

３. 鹿児島県における人材育成プロセス

相談支援従事者

主任研修

相談支援従事者

現任研修

相談支援従事者
初任者研修

サビ管・児発管

更新研修

サビ管・児発管

実践研修

サビ管・児発管
基礎研修

事業所
でOJT

地域で
OJT

事業所
でOJT

「一人ひとりの人格と個性が尊重される社会」を目指す人材

地域の中核
となる人材

個別支援が
できる人材

障害者ピア
サポート
基礎研修
・専門研修

障害者ピア
サポート
フォロー
アップ研修

初
任
者

中
級
者

上
級
者

地域で
OJT

事業所での
リーダーとな

る人材

相談支援専門員 サビ管・児発管

医療的ケア

児等コーデ
ィネーター

フォロー

アップ研修

医療的

ケア児等
支援者養

成研修

医ケア児支援者

医療的ケア

児等コーデ
ィネーター

養成研修

強度行動
障害支援者
養成研修
基礎研修

強度行動
障害支援者
養成研修
実践研修

中核的人材
養成研修

広域的支援人
材養成研修

強度行動
障害支援者 ピアサポーター

１１

専門コース別研修５
年 ２

年

５
年

各
種
団
体
実
施
研
修
・
階
層
別
研
修

ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
・
Ｏ
Ｊ
Ｔ
・
事
業
所
内
研
修

虐
待
防
止
・
権
利
擁
護
研
修

ファシリテーター

研修

指導者養成研修

（国研修）

講師・
ファシリテーター
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（３）人材育成におけるキャリアと研修体系

３. 鹿児島県における人材育成プロセス

初任者 中級者 上級者

１２

専門性

キャリア

OJT，スーパービジョン，
虐待防止・権利擁護研修，職場内研修等

階層別研修
（新任職員）

相談支援専門員
初任者研修，

サビ管・児発管
基礎研修 等

階層別研修
（中堅職員）

相談支援専門員
現任研修

サビ管・児発管
実践研修 等

強度行動
障害支援者
養成研修 等

地域の中核として
人材育成に貢献する

事業所のリーダー
として支援の質向上

階層別研修
（監督職員 等）

サビ管・児発管
更新研修 等

主任相談支援
専門員研修，
中核的人材
養成研修 等

本人中心を意識した
支援の実践

指導者養成研修
（国研修），
ファシリテー

ター研修

16



（４）人材育成の取組

県障害者自立支援協議会や専門部会等での議論を中心として，以
下のことに取り組みます。

 鹿児島県障害保健福祉圏域（以下「圏域」という。）ごとに
『県内アドバイザー』を配置し，各（地域自立支援）協議会や地
域連絡協議会等の運営を盛り立てます。

 国が開催する指導者養成研修及び九州ブロック主任相談支援専
門員養成研修への派遣推薦者について，各圏域でのバランス調整
を行いながら，人材育成部会等において選定推薦することで，全
ての圏域における人材育成を図ります。

３. 鹿児島県における人材育成プロセス

１３
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（４）人材育成の取組

 現行の法定研修に加えて，任意研修（専門コース別研修等の法
定外研修）や地域で企画運営される研修等を通して，さらに資質
向上を図ることができる体制整備を支援していきます。

 （地域自立支援）協議会において研修を実施する等，各地域で
の研修体制を確立するとともに，それぞれの地域ニーズに即した
研修に取り組み，実践力のある障害福祉従事者の育成及び指導的
ファシリテーション能力を備えた次世代指導者（地域リーダー）
育成に取り組みます。

３. 鹿児島県における人材育成プロセス

１４
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・地域の実態把握・情報共有
・地域の支援体制のバックアップ
・全県的課題の把握・助言
・広域・専門的相談支援の調整

・人材育成 など

県障害者自立支援協議会

障害者自立支援協議会の体系図

全体会
専門部会

相談支援部会

人材育成部会

（圏域）地域連絡協議会

・圏域の現状・課題の把握，情報の共有・普及
・地域自立支援協議会の運営支援，充実・強化
・圏域内でのサービスの調整・平準化
・関係機関のネットワーク構築・強化
・地域課題の報告・提言 など

相談支援事業者
・計画相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援
・障害児相談支援

相談支援専門員協会
（事務局）相談支援事業所

県居住支援協議会
（事務局）県住宅政策室

地域特別支援連携協議会
（事務局）各教育事務所

障害者就労支援ネットワーク会議

（事務局）各圏域ハローワーク等

精神障害者地域移行・地域定着推進会議

（事務局）各保健所

基幹相談支援センター

連携

（地域の自立支援）協議会
（市町村又は複数市町村単位）

・地域の相談支援体制の充実・強化
・地域の関係機関のネットワーク構築
・個別事案の協議・確認・課題の整理
・地域の社会資源の開発・改善
・事業の運営評価 など

専門部会

など

相談支援部会 こども部会 就労支援部会 地域移行支援部会

連
携

運営委員会
運営委員：県内アドバイザー，事務局（障害福祉課）

連
携

（配置型）
県内アドバイザー
・人材育成
・広域的・専門的な
助言・支援

・全体的課題整理，優先付け ・アドバイザー間の連携

助言
・

支援

助言
・

支援

助言
・

支援

意見
・

助言

報告
・

提言

報告
・

提案

全体会

定例会

運営会議

＜事務局＞県障害福祉課

など

１５
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鹿児島県障害福祉従事者人材育成ビジョン(Vol.２)

令和７年７月

作成：鹿児島県障害者自立支援協議会（人材育成部会）

（事務局）鹿児島県保健福祉部障害福祉課
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-１

TEL：099-286-2753
FAX：099-286-5558

E-Mail：s-jiritsu@pref.kagoshima.lg.jp 
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別添資料 用語集①

● 対人援助

利用者のニーズに応じて，心理的・社会的な支援を行

い，生活の質を向上させるための関わり。

● 人権擁護

すべての人が持つ基本的な権利や自由を守り，尊重す

るための活動や取り組み。特に，社会的弱者やマイノリ

ティの権利を保護し，差別や虐待から守ることが重要と

なる。

● エンパワメント

本人の自己決定や自立を支援し，能力や資源を引き出

すプロセス。本人が自らの生活を主体的に選択し，充実

した生活を送ることを目指す。

● ストレングス

本人が元来有する「強さ，能力，意欲」に着目して，

それを引き出し，活用していくこと。

● 意思決定支援

自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が，日

常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を

送ることができるように，可能な限り本人が自ら意思決定

できるよう支援し，本人の意思の確認や意思及び選好を推

定し，支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難

な場合には，最後の手段として本人の最善の利益を検討す

るために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組み。

● ノーマライゼーション

障害のある人もない人も，互いに支え合い，地域で生き

生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指すこと。

● インクルージョン

すべての人が社会に参加し，共に生活できる環境を整え

る考え方。

１７
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別添資料 用語集②

● ケアマネジメント

利用者のニーズに基づき，エンパワメントの視点から

適切な支援を計画・調整し，サービスを提供するプロセ

ス。

● 面接技法

利用者のニーズや状況を理解するために用いるコミュ

ニケーション手法。適切な質問や傾聴を通じて，信頼関

係を築き，利用者の意見や感情を尊重しながら支援を行

う。

● 相談支援専門員

障害者等の相談に応じ，助言や連絡調整等の必要な支

援を行うほか，サービス利用計画を作成する。

● 主任相談支援専門員

地域づくり，人材育成，困難事例への対応など地域の

相談支援の中核的な役割を担う者。

● サービス管理責任者（サビ管）

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所で

必要となる責任者。利用者の個別支援計画の作成や，定

期的な評価など，サービス提供のプロセス全体に関する

管理をするほか，サービスを提供する他の職員に対する

指導的な役割を担う。

● 児童発達支援管理責任者（児発管）

児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサー

ビス等の事業所で必要となる責任者。利用児童の個別支

援計画の作成や、定期的な見直しなど、支援のプロセス

全体に関する管理をするほか、他の職員に対して支援内

容に関する助言や調整などの役割も担う。

● 医療的ケア児等（医ケア児）

人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を

営むために医療を要する状態にある障害児等。

１８
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別添資料 用語集③

● 医療的ケア児等コーディネーター

医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう，

必要な支援を調整・提供する専門職。

● 中核的人材

強度行動障害を有する障害者等に対して適切な支援を

実施し，組織の中で適切な指導，助言を行う現場支援で

中心となる人材。

● 広域的支援人材

中核的人材を育成し，地域支援体制のスキルアップを

図る役割を担う人材。また，集中的支援（強度行動障害

を有する障害者等の状態が悪化した場合における支援）

のアドバイスを行う。

● 障害者ピアサポーター

自ら障害や疾病の経験を持ち，その経験を活かしなが

ら，他の障害や疾病のある障害者の支援を行う者。

１９

● ＯＪＴ（On-the-Job Training）

職場内研修のこと。日常の職務を通じての研修であり，

職場の上司や先輩から実際の仕事に即して，必要な知識

や技能等（価値観や倫理観）を計画的，体系的に指導す

る教育訓練

● スーパービジョン

専門的な知識や技術を向上させるために、経験の浅い

支援者（スーパーバイジー）が経験豊富な指導者（スー

パーバイザー）からの助言やフィードバックを受け，相

互に学び合うプロセス。サービスの質や技術の向上，ト

ラブルへの対処能力の向上を目指す。

● ファシリテーター

研修等の場において，参加者が主体的に取り組むよう

意見を引き出し，合意形成をサポートする進行役。
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別添資料 用語集④

● （地域自立支援）協議会

市町村単独または共同で設置されている協議会。地域

の関係者が集まり，地域における課題を共有し，その課

題を踏まえて，地域のサービス基盤の整備を進めていく

役割等がある。

● 地域連絡協議会

障害保健福祉圏域ごとに設置されている協議会。圏域

における課題の共有，（地域自立支援）協議会運営の支

援等の役割がある。

● 人材育成部会

県自立支援協議会に設置されている専門部会のひとつ。

本県における障害福祉人材育成の進め方について協議を

行う場。

２０

● 多職種協働，多職種連携

異なる専門職が連携し，情報や知識を共有しながら，協

力してサービスの質を向上させる取組

● 県障害者自立支援協議会

県に設置されている協議会。障害者の地域における自立

生活を支援するため，県全体の相談支援体制を構築する主

導的役割を担う協議の場。

● 県内アドバイザー

地域連絡協議会（県内７か所）に配置している。各圏域

の現状・課題を把握し，市町村や圏域の相談支援体制の整

備について助言する等の役割を担う。

● 障害保健福祉圏域

広域的な視点から障害福祉サービス等の提供体制の確保

を図るために，県内に７つの圏域を設定。（鹿児島，南薩，

北薩，姶良・伊佐，大隅，熊毛，奄美）
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別添資料 県が実施する研修一覧①

・相談支援従事者研修（初任者研修，現任研修，専門コース別研修）

・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修（基礎研修，実践研修，更新研修）

・強度行動障害支援者養成研修（基礎研修，実践研修）

・重度訪問介護従業者養成研修（基礎課程，追加課程，統合過程）

・主任相談支援専門員養成研修

・障害者虐待防止・権利擁護研修

・同行援護従業者養成研修（一般課程，応用課程）

・障害者ピアサポート研修（基礎研修，専門研修，フォローアップ研修）

・喀痰吸引等研修事業第三号研修（基本研修，実地研修）

・医療的ケア児等支援者養成研修

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修

２１
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別添資料 県が実施する研修一覧②

・発達障害関係者スキルアップ研修

・困難事例対応力向上研修

・発達障害地域支援専門員フォローアップ研修

・ペアレントメンターフォローアップ研修

・思春期・依存症対策に関する研修会

・精神障害者地域移行・地域定着推進研修会

・高次脳機能障害支援に関する研修会（一般研修，専門家研修，圏域研修）

・身体障害者更生援護業務市町村担当者職員研修会（基礎コース）

・障害支援区分認定調査員等研修
（認定調査員研修，市町村審査会委員研修，障害支援区分認定主治医研修）

２２
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別添資料 県が実施する研修一覧③

・手話通訳者等研修

・盲ろう者通訳・介助員等研修

・失語症者向け意思疎通支援者等研修

・要約筆記者等研修

・点訳奉仕員等研修

・音訳奉仕員等研修

・デイジー編集奉仕員研修

・字幕制作ボランティア研修

２３
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